
山口県教育振興推進会議設置要綱

（設置）

第１条 山口県の教育の振興を図るため、山口県教育振興推進会議（以下「推進会議」と

いう。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 推進会議は、山口県の様々な教育課題等について、今後の本県教育のあり方や方

向性等を協議する。

（委員）

第３条 推進会議の委員は１０人以内で構成する。

２ 委員は、教育に関し優れた見識を有する者のうちから、山口県教育長が委嘱する。

３ 委員の任期は２年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。

４ 委員は再任されることができる。

（臨時委員）

第４条 専門的な事項について審議する必要があるときは、推進会議に臨時委員を置くこ

とができる。

２ 臨時委員は、当該事項について専門的見識を有する者のうちから、山口県教育長が委

嘱する。

３ 臨時委員は、当該事項についての審議が終わったときは、退任するものとする。

（会長及び副会長）

第５条 推進会議に、会長及び副会長を置く。

２ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名する。

３ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。

（会議）

第６条 推進会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員及び専門委員以外の者を会議に出席させ、

その意見を求めることができる。

（庶務）

第７条 推進会議の庶務は、教育庁教育政策課において処理する。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、別に定め

る。

附 則

この要綱は、平成２０年１０月２２日から施行する。


